
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

橋本市共通商品券のご利用は 

令和４年 

３月３１日（木）までです。 
これ以降、この商品券はご利用になれません。 

 

 

 

 

 

 

お 問 い 合 わ せ 先 

橋 本 市 商 業 協 同 組 合 

〒648-0073 和歌山県橋本市市脇一丁目３番１８号 

橋本商工会館４階    

ＴＥＬ（０７３６）３２－０００４ 

https://www.hashimoto-cci.or.jp/ 

 このたび、橋本市商業協同組合が発行する「橋本市共通商品券」

は、令和４年３月３１日（木）をもって、店頭でのご利用を終了

させていただきます。左記の商品券をお持ちのお客様は、令和４

年３月３１日（木）までに裏面の使用できる店でご利用ください。 

 また、商品券の新規発行についても令和４年３月３１日（木）

をもって終了させていただきます。 

 尚、払戻し手続きについては、令和４年４月１日（金）～令和

４年６月３０日（木）を予定しております。 


